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10.内部質保証 

中期目標 

自己点検・評価、情報公開及び法令遵守に関する実施体制等内部質保証に関するシステムの適切な 

実施を図るとともに、教育研究活動に関する社会への説明責任を積極的に果たす。また、本学の建学

の精神、理念・目的を踏まえて、教育・研究活動状況について自己点検・評価を行うとともに、外部

の有識者による検証を定期的に行い、検証結果を踏まえて教育研究活動の改善・充実を図るとともに、

その状況を公表する。 

 

中期計画 

【34】自己点検・評価、情報公開及び法令遵守に関する実施体制等内部質保証に関するシステムの適切

な実施を図るとともに、教育研究活動に関する社会への説明責任を積極的に果たす。 

・本学の建学の精神、理念・目的を踏まえて、教育・研究活動状況について定期的に自己点検・ 

評価を行い、教育研究の改善・充実を図り、その結果をウェブサイト等に公表する。 

・外部の有識者による検証を行い、検証結果を踏まえて教育研究活動の改善・充実を図るととも 

 に、その状況を公表する。 

・理事会・評議員会及び大学経営会議におけるご意見・ご提言等を踏まえて、本学の管理運営及び

教育研究活動等の適切な実施を図る。 

・本学の毎年度の決算の状況及び監査報告の内容等財務の状況については、ウェブサイトにおいて

公表する。 

・本学が保有する教育研究活動等の情報に関する公開請求に対しては、学校法人青葉学園情報公開

規程に基づき適切に対応する。 

・教育研究活動等に伴い関係する法令及び本学の服務関係規程等に関しては、教職員へのコンプ 

ライアンス（法令・モラルの遵守）の徹底を図る。 

・教育研究活動のデータベース化を推進し、東京医療保健大学紀要、教育研究活動の状況等に 

ついては、ウェブサイトに公表する。 

・文部科学省に提出する本学の学部・研究科に係る設置計画履行状況報告書については、社会への

説明責任を果たすため、速やかにウェブサイトに公表する。 

・平成 23 年度に受審した大学基準協会による大学評価(認証評価)の実施結果に基づき、所要の 

改善を図るとともに、その結果についてはウェブサイトに公表する。 

・本学の建学の精神及び理念・目的を達成するために実施する平成 24 年度から平成 28 年度まで 

5 年間の中期目標・計画については、毎年度着実に実施するとともに、中期目標・計画の実施 

状況については、定期的に大学経営会議及び理事会・評議員会に報告し、最終年度終了後には 

実施状況をウェブサイトに公表する。 

取り組み状況及び課題等 

1)本学は平成 24 年度をスタートとする 5 年間の中期目標・計画(平成 28 年度まで)を定めましたが、  

中期目標・計画においては、「理念・目的」「教育研究組織」「教員・教員組織」「教育内容・方法・ 

成果」等に関する 34 項目の中期計画を定めております。平成 26 年度の点検・評価においては中期 

目標・計画を踏まえたこれら 34 項目の取り組み状況及び課題等について明らかにしており、点検・   

評価結果に基づき教育研究活動の充実を図ることといたしております。平成 26 年度の点検・評価 

結果については報告書にまとめ、ウェブサイト等に公表いたします。 

2)本学では、外部評価の一環として平成 25年度点検・評価報告書に記述した教育研究活動等の取り組
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み状況及び課題等について、平成 26年 4月以降、スクリュー委員会(構成員 学外有識者 5名、理事

長・学長・大学経営会議室長・事務局長)の 5名の学外有識者にお目通し願い、ご意見をいただきまし

たが、ご意見についての大学の回答・対応を整理して大学として真摯に取り組むことといたしており

ます(中期計画【2】参照)。 

3)「本学の中長期計画の策定に関すること」「学則その他重要な規則の制定改廃に関すること」等、 

教学及び経営に関する重要事項については、本学の最高意思決定機関である大学経営会議(理事長、 

理事及び評議員の中から理事長が指名する者 7名、教授会構成員のうち学長及び副学長を含め理事長 

が指名する者 10 名 計 18 名をもって構成。概ね年 5 回開催)の審議・承認を経ており、また 学校 

法人青葉学園寄附行為に基づき本学の経営に関する事項については、理事会・評議員会(概ね年 3 回 

開催)の審議・承認を経ております。今後も大学経営会議及び理事会・評議員会におけるご意見・ 

ご提言等を踏まえて、本学の管理運営及び教育研究活動等を適切に実施してまいります。 

4)学校教育法施行規則に定める教育情報及び医療保健学部各学科・医療保健学研究科・東が丘・立川 

看護学部・看護学研究科に係る教育研究活動の状況については積極的にホームページに公表しており

ます(資料 48 「東京医療保健大学ホームページ(学校教育法施行規則に基づく教育情報の公開)」)。

また、平成 26年度においては教育研究活動の成果として、前年度に続いて「東京医療保健大学紀要」 

「医療関連感染(Journal of Healthcare-associated Infection)」を発刊しホームページにも公表 

しております。 

教育情報の公開状況は次のとおりです。 

事項 公開している内容 

①大学の教育研究上の目的に 

関すること 

 

②教育研究上の基本組織に 

関すること 

 

③教員組織、教員の数並びに 

各教員が有する学位及び業績

に関すること 

 

④入学者に関する受入方針及び

入学者の数、収容定員及び 

在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者

数及び就職者数その他進学及

び就職等の状況に関すること 

 

建学の精神 大学学則 大学院学則  

社会連携・協力に関する基本方針 国際交流に関する基本方針 

 

大学組織及び事務組織  

学部・研究科の理念・目的 

 

教員組織の編成方針 教育職員数・事務職員数（嘱託職員含む）  

年齢別教員数 教員一人当たりの学生数(平成 25年度)  

専任教員数と非常勤教員数の比率(平成 25年度) 教員の紹介 

 

入学者受け入れの方針 志願者・合格者・入学者数の推移  

学生定員及び在籍学生数 卒業(修了)者数及び学位授与数  

退学・除籍者数 留年者数  

社会人学生数 留学生数及び海外派遣学生数  

就職・進学状況 
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事項 公開している内容 

⑤授業科目、授業の方法及び 

内容並びに年間の授業の計画

に関すること 

 

⑥学修の成果に係る評価及び 

卒業又は修了の認定に当たっ

ての基準に関すること 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備

その他の学生の教育研究環境

に関すること 

 

⑧授業料、入学料その他の大学

が徴収する費用に関すること 

 

⑨大学が行う学生の修学、進路

選択及び心身の健康等に係る

支援に関すること 

 

⑩社会連携・社会貢献に関する

こと 

教育課程編成・実施の方針  

講義内容等 

授業カレンダー 

 

学位授与の方針  

医療保健学部履修規程  

東が丘・立川看護学部履修規程  

 

環境整備に関する実施計画  

校地、校舎、講義室・演習室等の面積 

 

 

学部・専攻科・研究科の入学金、授業料等 

 

 

学生支援に関する基本方針  

学生支援について  

就職支援スケジュール 

 

社会連携・協力に関する基本方針の一部改正について  

公開講座実施状況(平成 23年度～平成 25年度)  

大学院公開講座等実施状況(医療保健学研究科 平成 23 年度～

平成 25年度)  

大学院公開講座等実施状況(看護学研究科 平成 23 年度～平成

25年度)  

「ボランティア論」及び「ボランティア活動」のシラバス  

医療保健学部学生による課外活動の状況について(平成 21年度

以降の主なもの)  

東が丘・立川看護学部学生による課外活動の状況について(平成

22年度以降の主なもの)  

国際交流事業・海外の協定相手校  

産官学連携事業  

大学間連携事業 

 

5)平成 26年度においては、政府の教育振興基本計画(25.6.14閣議決定)に定める「データベースを用い

た教育情報の活用・公表のための共通的な仕組み」に基づき実施された「大学ポートレート」(公的

な教育機関として公表が求められる情報等を公開する仕組み)に参加して本学の各学部・各学科・ 

各研究科に係る特色ある教育研究活動等の情報を公表いたしました。私立大学に係る「大学ポート 

レート」は日本私学振興共済事業団のホームページ上で公開されております。本学においては社会へ

の説明責任を果たすため今後も学生及び保護者が適切な情報を得られるよう教育情報の公表に努め
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てまいります。 

6)平成 26 年度においては、本学の教育研究活動状況を把握し、その分析及び評価を通じて教育研究 

及びこれを支える経営の改善に資するため、教育・研究・財務・施設、人事等に関する情報の総合的

な分析・共有等を図るため、学長直属の大学情報マネジメント室（IR推進室）を設置しました。今後、

大学情報マネジメント室においては教育研究活動のデータベース化を推進するとともに平成 26 年度

からスタートした「大学ポ―トレート」に教育研究活動等に関する所要の情報を公表してまいります。 

7)平成 25 年度決算等の財務状況、平成 26 年 5 月に行った独立監査人(香村公認会計士事務所)による 

監査結果報告書及び学校法人青葉学園の 2 名の監事による監査結果報告書についてはホームページ 

に公開しております。社会への説明責任を果たすため今後も財務情報の積極的な公表に努めてまいり 

ます(資料 49 「東京医療保健大学ホームページ(財務情報の公開)」)。 

 

財務情報は次のとおり公表しております。 

1.平成 25年度 決算説明書 2.平成 25年度 資金収支計算書 3.平成 25年度 消費収支計算書 

4.平成 25年度 貸借対照表 5.平成 25年度 財産目録     6.平成 25年度 事業報告書 

7.監事監査報告書      8.独立監査人の監査報告書 

9.消費収支計算書関係比率(法人全体のもの)(大学基礎データ(表 6)) (2009年度～2013年度) 

10.消費収支計算書関係比率(大学単独のもの)(大学基礎データ(表 7)) (2009年度～2013年度) 

11.貸借対照表関係比率(私立大学のみ)(大学基礎データ(表 8)) (2009年度～2013年度) 

12.科学研究費の採択状況(大学データ集(表 21)) (2008年度～2013年度) 

13.学外からの研究費(大学データ集(表 22)) (2013年度実績) 

 

8)本学が保有する教育研究活動等の情報に関する公開請求に関しては、情報公開規程に基づき適切に 

対応してまいります。 

9)教育研究活動等に伴い関係する法令及び服務関係規程等に関しては学内で共有するデスクネッツの 

文書管理に掲載しており教職員がいつでも見られるようにしております。また、学則等規程の改正・

制定等の概要については教職員向けに学内の動き等をお知らせする「THCU トピックス」(概ね年 5 回

程度発刊、メール配信)において周知を図る等、コンプライアンスの徹底を図っております。 

10)看護学研究科においては平成 26 年 4 月に新たに博士課程を届出により設置いたしましたが、平成 

26 年 5 月に設置計画に基づく履行状況を明記した「設置計画履行状況報告書」を文部科学省に提出

するとともにホームページに公表しております。 

11)本学は平成 23年度に大学基準協会による大学評価を受審し大学基準に適合していると認定されまし 

た(認定期間 平成 24 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日の 7 年間)。大学評価結果において本学の 

教育研究活動等に関して、努力課題として指摘された事項については平成 24 年度以降速やかに改善

を図り、平成 25 年 7 月に改善状況報告書を大学基準協会に報告いたしましたが、大学基準協会に 

おいて改善状況を確認の後、次のとおり検討結果の通知がありました(26.3.17)。 

 

[１] 概評 

  2011(平成 23)年度の本協会による大学評価に際し、問題点の指摘に関する努力課題として 14 点 

    の改善報告を求めた。今回提出された改善報告書からは、これらの努力課題を真摯に受け止め、 

意欲的に改善に取り組んでいることが確認できる。 

ただし、次に述べる取り組みの成果が十分に表れていない事項については、引き続き一層の努力
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が望まれる。 

 教育内容・方法・成果については、1 年間に履修登録できる単位数の上限は定められたものの、 

1 セメスター30 単位、かつ連続した 2 セメスターで 50 単位と高く、さらに、履修登録できる 

単位数への算入の除外対象となっている科目が、国家試験に関連する資格科目のほかにも多数

あるので、単位制度の趣旨に照らして一層の改善が望まれる。 

教育研究等環境については、医療保健学部の演習室の拡充整備に向けた改善への意欲は認められ

るが、取り組みが開始されたばかりであるので、今後の成果に期待したい。 

 

[２] 今後の改善経過について再度報告を求める事項 

     なし 

 

大学基準協会からの指摘を踏まえて平成 26年度においては、教育内容・方法・成果のうち、1年間に

履修登録できる単位数の上限についての見直しを行っております。また教育研究等環境の改善に引き

続き努めることといたしております。 

12)平成 26 年度の点検・評価報告書については、平成 25 年度点検・評価報告書において記述した 

「教育研究活動等の取り組み状況及び課題等について」の進捗状況を明らかにするとともに外部有識

者からのご意見を踏まえた取り組み状況(資料 6 「平成 25年度東京医療保健大学点検・評価報告書

における教育研究活動等の取り組み状況及び課題等に関してのスクリュー委員会委員からのご意見

について」)を明記しており、大学経営会議及び理事会・評議員会の審議・承認を経た後、社会への

説明責任を果たすためホームページ等に公表しております。 

 

 

根拠資料 

 

資料 48 「東京医療保健大学ホームページ(学校教育法施行規則に基づく教育情報の公開)」 

資料 49 「東京医療保健大学ホームページ(財務情報の公開)」 

資料 6  「平成 25年度東京医療保健大学点検・評価報告書における教育研究活動等の取り組み状況 

及び課題等に関してのスクリュー委員会委員からのご意見について」 

 


